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により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１４年７月９日

宇 和 島 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１４年７月２２日、
平成１４年７月２３日

西 条 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１４年８月２０日

八 幡 浜 地 方 局 総 務 福 祉 部
平成１４年８月３０日、
平成１４年９月２日、
平成１４年９月６日

八幡浜地方局大洲土木事務所 平成１４年９月２日

松 山 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１４年９月３日、
平成１４年９月１０日

松 山 地 方 局 産 業 経 済 部 平成１４年９月３日、
平成１４年９月１１日

八 幡 浜 地 方 局 建 設 部 平成１４年９月５日

松 山 地 方 局 建 設 部 平成１４年９月９日、
平成１４年９月１１日

（監査の結果）

１ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についても一層の努力が望まれる。

（今治地方局総務福祉部）

（宇和島地方局総務福祉部）

（西条地方局総務福祉部）

（八幡浜地方局総務福祉部）

（松山地方局総務福祉部）

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についても一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局総務福祉部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についても努力が望まれる。

（松山地方局総務福祉部）

４ 違約金（工事請負契約に伴うもの）については、収入未済額が

あるので早期収入に努力が望まれる。

（松山地方局産業経済部）

５ 違約金及び延滞利息（工事請負契約に伴うもの）については、

収入未済額があるので早期収入に努力が望まれる。

（八幡浜地方局大洲土木事務所）

６ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局建設部）

（松山地方局建設部）

（措置の内容）

１ 今治地方局総務福祉部

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報等

により自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、各地方局の税務（管理）課長を

委員とする県税徴収確保対策委員会において、滞納繰越額縮減計

画を策定し、滞納整理強化月間及び重点整理地区を定めて、夜間

電話催告、夜間徴収等、計画的な滞納整理を実施するとともに、

差押えの早期着手と換価処分の促進等、滞納税の徴収に努力しま

した。

その結果、平成１４年度に繰り越した未収入金６３３，８３０，６８０円が

平成１５年３月３１日現在で５０２，０９２，３４７円に減少しました。

今後とも、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

２ 宇和島地方局総務福祉部

県税の適期収入については、県の広報や市町村を通じた広報等

による啓発により期限内自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、各地方局の税務課長等を委員と

する県税徴収確保対策委員会を設置し、当局では、滞納整理実施

計画の策定、滞納整理強化月間の設定、夜間における滞納整理等

を実施し、滞納整理に努力した結果、平成１４年度に繰り越した未

収入金２４４，１９６，８００円が平成１５年３月３１日現在で１８４，０７２，０７８円

に減少しました。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の適

期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

３ 西条地方局総務福祉部

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報等

による啓発により自主納税の促進に努めているところです。

滞納となったものについては、滞納整理特別対策実施計画を策

定し、重点地区の集中徴収、夜間一斉電話催告並びに夜間臨戸徴

収を実施するとともに、特に滞納額の増加傾向にある個人県民税

については、市町村との共同臨戸徴収に加え、滞納発生の要因で

ある特別徴収非協力事業主に対する普通徴収から特別徴収への移

行指導を推進しました。更には、債権を中心とした差押えの早期

着手と換価処分の促進等の滞納整理に努力した結果、平成１４年度

に繰り越した未収入金８３８，３６３，９５５円が平成１５年３月３１日現在で

５７６，５２７，１４３円に減少しました。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の適

期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

４ 八幡浜地方局総務福祉部

� 県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報

等による啓発により自主納税の促進に努めました。
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滞納となったものについては、税務課長等を委員とする県税

徴収確保対策委員会を設置し、滞納繰越額縮減計画の策定、滞

納整理特別対策月間の設定、夜間・休日の滞納整理、差押えの

早期着手と換価処分の促進等を実施し、滞納整理に努力した結

果、平成１４年度に繰り越した未収入金２２６，８２５，３７８円が、平成

１５年３月３１日現在で、１６５，５６９，３８９円に減少しました。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

� 母子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については

、資金の貸付申請時に、母子自立支援員と連携して制度の十分

な説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還が始まる

前には借受者にこの旨連絡し、納入指導を重ねて行うなど、適

期収入に努めました。また、納付がなかった者については、督

促状の発送、本人又は保証人に対し電話や訪問による督促を行

うなど償還指導に努めてまいりました。

その結果、平成１４年度現年度分は、１５，２１８，８１１円の調定額に

対し、年度内納入は１４，５８３，８１８円となり、収入歩合は９５．８パー

セントと、前年度に比べ０．９ポイント増加しました。しかし、

前年度からの繰越分の償還については、近年の景気の低迷によ

る就職困難や事業不振、疾病等により、生活に困窮し償還困難

な者が多く２，９４８，０５０円のうち、収入は１２９，３３４円となってお

ります。

この貸付金償還金は、新規貸付申込者の財源ともなることか

ら、今後とも、借受者の生活状況に応じた適切な償還指導によ

り収入の確保に努めてまいりたい。

５ 八幡浜地方局大洲土木事務所

債務者（法人）代表者に対し、平成１４年５月２２日付、平成１４年

１０月１７日付、平成１４年１２月１８日付及び平成１５年４月２１日付で催告

書を送付し、未収入金の納入を督促した。

平成１４年６月２７日に債務者（法人）代表者を訪問し、面談の上

状況を聴取するとともに、早期納入について要請を行った。

今後も、引き続き督促等を行い、早期納入を図りたい。

６ 松山地方局総務福祉部

� 県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報

等による啓発により自主納税の促進に努めました。

滞納となったものについては、各地方局の税務管理課長等を

委員とする県税徴収確保対策委員会を設置し、滞納繰越額縮減

計画の策定、滞納整理特別対策月間の設定、夜間・休日の滞納

整理、個人県民税の市町村との共同徴収、差押えの早期着手と

換価処分の促進等を実施し、滞納整理に努力した結果、松山地

方局管内において平成１４年度に繰り越した未収入金４，０７８，６３３

，９６２円が平成１５年３月３１日現在で、３，２４８，１３２，１０７円に減少し

ました。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めます。

� 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金

償還金については、資金の貸付申請時において母子自立支援員

による制度の十分な説明と適正な償還計画の指導を行うととも

に、償還開始直前には、借受者に償還が始まる旨を連絡するな

ど適期収入に努めました。滞納となったものについては、督促

状の発送、滞納状況に関する通知及び本人又は保証人への電話

、さらには直接訪問を行うなど償還指導に努めました。その結

果、平成１４年度に調定した２２，７８３，０３７円のうち１７，６８９，８７８円が

年度内に納入されました。

母子寡婦福祉資金貸付金償還金は、本特別会計における貸付

金の財源であることから、今後とも、借受者の生活状況に応じ

た適切な償還指導により、滞納繰越分の整理など収入の確保に

努めます。

７ 松山地方局産業経済部

工事請負契約に伴う違約金の収入未済額については、契約相手

方に対し督促するなど収入に努めた結果、平成１４年１１月及び同年

１２月に一部が納入されました。

その後、契約相手方が破産宣告を受けたことから、破産債権の

届出を行い債権の確保に努めたところです。

８ 八幡浜地方局建設部

平成１３年度及び過年度分の県営住宅貸付料の滞納者については

、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領に基づき、本人及び保証人に

対し、督促状の送付、呼出し、戸別訪問等により未収入金の早期

収納に努めている。

９ 松山地方局建設部

平成１３年度及び過年度分の県営住宅貸付料の滞納者については

、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領に基づき、本人及び保証人に

対し、督促状の送付、呼出し、戸別訪問等により未収入金の早期

収納に努めている。

また、特に悪質滞納者に対しては、平成１４年度は２５名に対し明

渡請求を行ったほか、積極的に納付指導も行い、滞納の解消に努

めている。
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